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は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
の
大
名
以
下
が
負
担
す
る
軍
役
に
お
い
て
は
、
馬
上
の
士
（
以
下
、
本
稿
で
は

史
料
に
よ
る
も
の
以
外
は
「
騎
馬
の
士
」
と
記
載
。）
が
要
求
さ
れ
た
。

　

江
戸
幕
府
が
慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）
四
月
に
発
出
し
た
軍
役
で
は
、
大
名
に
は
石
高

一
万
石
に
つ
き
「
馬
上
」
一
四
人
が
求
め
ら
れ
て
い
た

（
1
）。

　

ま
た
、寛
永
十
年
に
発
出
さ
れ
た
日
光
社
参
に
係
わ
る
軍
役
（
以
下
「
寛
永
令
」
と
い
う
。）

で
は
、
例
え
ば
十
万
石
の
大
名
に
は
一
七
〇
人
の
「
馬
上
」
を
求
め
て
い
る

（
2
）。

　

こ
の
よ
う
な
軍
役
を
満
た
す
た
め
、
各
大
名
家
は
騎
馬
の
士
を
確
保
す
る
必
要
が
生
じ
た
。

そ
し
て
、
近
世
の
軍
役
に
お
い
て
乗
馬
や
武
器
は
原
則
自
弁
で
あ
っ
た
か
ら
、
家
中
の
騎
馬

の
士
に
は
役
馬
（
軍
役
に
用
い
る
家
臣
所
有
の
馬
を
い
う
。
以
下
、
本
稿
で
は
騎
馬
の
士
の

乗
馬
を
「
役
馬
」
と
い
う
。）
を
保
有
す
る
義
務
が
生
じ
た
。

　

し
か
し
、
時
代
が
下
り
戦
乱
が
遠
の
く
に
つ
れ
、
家
中
の
騎
馬
の
士
が
規
定
通
り
に
役
馬

を
保
有
し
て
い
る
か
大
名
家
側
が
検
査
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
こ
の
検
査
の
手
法
の
一
つ
に

「
役
馬
改
」
が
あ
っ
た
。
役
馬
改
は
、
盛
岡
藩
南
部
家
、
仙
台
藩
伊
達
家
、
新
発
田
藩
溝
口
家
、

鶴
岡
藩
酒
井
家
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
史
料
か
ら
確
認
で
き
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に

拙
稿
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
3
）。

　

ま
た
、
役
馬
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
各
藩
に
お
い
て
様
々
な
施
策
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
確

認
で
き
、
家
中
の
騎
馬
の
士
へ
の
飼
料
（
馬
扶
持
）
の
給
付
を
中
心
に
、
荒
島
智
子
氏
が
岡

山
藩
池
田
家
に
お
け
る
騎
馬
の
士
の
確
保
の
施
策
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

（
4
）。

本
稿
で
は
、
主

に
会
津
藩
松
平
（
保
科
）
家
（
以
下
「
会
津
藩
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
編
纂
物
で
は
あ

る
が
同
藩
の
基
礎
的
な
史
料
で
あ
る
『
会
津
藩
家
世
実
紀
』（
以
下
、「『
家
世
実
紀
』」
と
略
し
、

特
別
な
註
を
付
け
な
い
限
り
「
○
年
○
月
○
日
条
」
と
あ
る
の
は
同
史
料
に
よ
る

（
5
）。）

の
記
録

が
あ
る
期
間
で
あ
る
初
代
保
科
正
之
（
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
））
か
ら
五
代
松
平
容か

た
の
ぶ頌

期
の
文
化
三
年
（
一
八
〇
五
）
ま
で
の
約
一
六
〇
年
間
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
藩
主
の
代
替

わ
り
ご
と
に
、
同
藩
に
お
け
る
騎
馬
の
士
の
確
保
施
策
の
在
り
方
・
運
用
と
そ
の
移
り
変
わ

り
を
分
析
し
、
同
藩
の
軍
役
へ
の
対
応
状
況
を
概
観
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
前
稿
に
続
い
て

大
名
家
の
軍
役
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
考
察
す
る
布
石
と
し
た
い
。

　

一　

会
津
藩
初
期
の
騎
馬
の
士
の
確
保
施
策
（
寛
永
二
十
年
〜
天
和
元
年
）

　

会
津
藩
は
寛
永
二
十
年
に
会
津
若
松
城
二
三
万
石
の
大
名
と
し
て
成
立
し
た
。
初
代
藩
主

の
保
科
（
松
平
）
正
之
（
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
十
二
月
ま
で
在
位
）
は
、
寛
永
八
年
に

信
濃
高
遠
三
万
石
か
ら
、
同
十
三
年
に
出
羽
山
形
二
〇
万
石
と
増
封
の
上
で
の
移
封
を
繰
り

返
し
て
お
り
、
こ
れ
に
伴
い
家
臣
団
も
急
激
に
膨
張
し
た
。
特
に
、
山
形
へ
の
移
封
に
際
し

て
は
前
領
主
鳥
居
家
の
遺
臣
を
、
会
津
へ
の
移
封
に
際
し
て
は
前
領
主
加
藤
家
の
遺
臣
を
そ

　
　
　
　
　
　

会
津
藩
に
お
け
る
騎
馬
の
士
の
確
保
施
策
の
推
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
文
科
学
研
究
科　

日
本
史
学
専
攻

　
　
　

博
士
後
期
課
程
三
年　

久
保
田　

正
志
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れ
ぞ
れ
多
く
召
し
抱
え
た
た
め
、
家
臣
団
の
統
一
性
の
確
保
に
も
苦
労
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　

寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
移
封
直
後
の
会
津
藩
の
家
臣
構
成
は
、
石
高
別
に
、
四
千
石

一
人
、
二
千
石
台
四
人
、
千
石
台
一
〇
人
、
五
百
石
以
上
千
石
以
下
四
七
人
、
四
百
石
以
上

一
九
人
、
三
百
五
十
石
以
上
四
二
人
、
三
百
石
以
上
三
八
人
、
二
百
五
十
石
以
上
七
八
人
、

二
百
石
以
上
七
八
人
、
百
八
十
石
以
上
一
人
、
百
五
十
石
以
上
六
二
人
、
百
石
以
上
二
三
人
、

五
十
石
以
上
三
二
人
、
五
十
石
以
下
一
人
の
計
四
二
七
人
で
あ
っ
た

（
6
）。

寛
永
令
に
基
づ
け
ば

会
津
藩
に
は
三
七
五
騎
程
度
の
騎
馬
の
士
の
提
供
義
務
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
千
石

以
上
の
士
の
若
干
の
陪
臣
の
騎
馬
を
加
え
れ
ば
、
百
五
十
石
以
上
の
家
臣
全
員
に
役
馬
所
持

義
務
を
課
す
こ
と
で
、
一
応
、
軍
役
規
定
は
満
た
せ
る
状
態
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
慶
安

四
年
（
一
六
五
一
）
の
軍
役
帳
で
は
総
騎
馬
は
三
四
八
騎
で
あ
り
、
寛
永
令
の
基
準
を
若
干

下
回
る
。
な
お
、
保
科
家
の
会
津
入
封
時
点
で
地
方
知
行
は
全
廃
さ
れ
て
い
る

（
7
）。

　

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
五
月
二
十
日
条
の
同
藩
の
軍
役
改
定
に
係
る
記
事
か
ら
み
る
と
、

　

去
年
ヨ
リ
佐
藤
勘
十
郎
相
任
、
慶
安
四
年
之
御
軍
役
被
相
改
、

百
石
上
下
五
人
馬
一
疋
鑓
一
本
其
内
貸
人
中
間
二
人
馬
ハ
貸
馬
、
但
馬
取
御
貸
人
之
内

外
夫
二
人
小
荷
駄
一
疋
渡
之
以
下
同
断
、

百
五
十
石
上
下
五
人
馬
一
疋
鑓
一
本
其
内
貸
人
一
人
馬
者
貸
馬
、
外
夫
二
人
小
荷
駄
一

疋
、

二
百
石　

上
下
六
人
馬
一
疋
鑓
一
本
其
内
貸
人
中
間
一
人
外
夫
二
人
小
荷
駄
一
疋
、 　

（
以
下
略
）

　

と
あ
り

（
8
）、

石
高
二
百
石
未
満
の
士
は
、
騎
馬
に
つ
い
は
貸
馬
で
対
応
す
る
と
し
、
役
馬
の

所
持
義
務
が
な
か
っ
た
と
理
解
さ
れ
る

（
9
）。

役
馬
所
持
義
務
が
二
百
石
以
上
の
士
に
つ
い
て
と

す
る
と
、
寛
永
二
十
年
の
家
臣
構
成
で
は
二
百
石
以
上
の
士
は
三
一
七
人
で
寛
永
令
の
基
準

を
二
割
弱
下
回
る
。

　

翌
寛
文
五
年
の
家
臣
構
成
を
同
年
十
二
月
二
十
九
日
条
か
ら
み
る
と
、
こ
の
年
の
家
来
の

人
数
を
合
計
三
〇
八
九
人
と
し
た
上
で
、
家
臣
構
成
に
つ
い
て
は
、
四
千
石
二
人
、
三
千
石

一
人
、
二
千
百
石
一
人
、
千
五
百
石
三
人
、
千
二
百
石
三
人
、
千
石
九
人
、
八
百
五
十
石
一
人
、

八
百
石
八
人
、
七
百
石
六
人
、
六
百
石
一
一
人
、
五
百
五
十
石
三
人
、
五
百
石
二
三
人
、
四

百
五
十
石
三
人
、
四
百
石
二
九
人
、
三
百
五
十
石
二
九
人
、
三
百
石
六
八
人
、
二
百
五
十
石

六
九
人
、
二
百
三
十
石
一
人
、
二
百
石
七
七
人
、
百
八
十
石
一
人
、
百
五
十
石
九
〇
人
、
百

三
十
石
一
人
、
百
石
一
三
〇
人
、
七
十
五
石
一
人
、
七
十
石
一
人
、
五
十
石
一
三
人
、
四
十

石
三
人
で
合
計
五
八
九
人
、
石
高
合
計
一
六
万
九
五
〇
五
石
と
な
っ
て
い
る

（
10
）。

二
百
石
以
上

の
家
臣
が
役
馬
所
持
義
務
を
果
た
し
て
も
三
四
六
騎
で
、
千
五
百
石
以
上
の
家
臣
が
寛
文
二

年
四
月
七
日
条
に
あ
る
軍
役
規
定

（
11
）に

従
い
陪
臣
の
騎
馬
を
一
、
二
騎
建
て
て
も
寛
永
令
の
基

準
を
や
や
下
回
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、「
貸
馬
」
の
必
要
性
が
理
解
さ
れ
る
。

　

た
だ
、
寛
文
四
年
五
月
二
十
日
条
に
示
さ
れ
た
改
定
さ
れ
た
軍
役
に
よ
る
総
騎
馬
数
は
四

二
六
騎
で
、
う
ち
四
千
石
か
ら
百
五
十
石
ま
で
の
騎
馬
が
四
〇
〇
騎
で
、
百
石
の
騎
馬
が
二

六
騎
あ
り
、
百
五
十
石
以
下
は
貸
馬
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら

（
12
）、

二
百
石
未
満
の
士
で
も
五
〇

人
程
度
は
騎
馬
を
建
て
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

　

役
馬
所
持
義
務
の
な
い
士
が
貸
馬
で
は
な
く
本
人
所
有
の
馬
で
騎
馬
の
役
を
果
た
し
得
た

の
は
同
藩
に
「
馬
扶
持
」
を
支
給
す
る
制
度
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　

慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
十
二
月
十
三
日
条
に
お
い
て
は
、
組
付
の
士
に
つ
い
て
、

馬
扶
持
大
豆
、
二
百
五
十
石
へ
一
日
二
升
宛
、
二
百
・
百
五
十
石
へ
二
升
五
合
宛
被
下
之
、

猪
苗
代
士
馬
所
持
候
ハ
ヽ
、
猪
苗
代
御
城
代
杉
浦
藤
八
郎
馬
を
改
、
当
分
可
用
立
ニ
候

ハ
ヽ
、
扶
持
大
豆
可
相
渡
旨
被
仰
出
之

（
13
）、

　

と
あ
り
、
石
高
の
低
い
騎
馬
の
士
に
対
し
て
は
馬
の
飼
料
（
大
豆
）
を
現
物
支
給
し
て
補

助
し
て
い
た
（
支
城
で
あ
る
猪
苗
代
城
に
付
随
す
る
士
に
つ
い
て
は
、
城
代
が
支
給
の
可
否

を
判
断
し
て
い
た
。）。

　

ち
な
み
に
、
馬
の
一
日
宛
の
飼
料
と
し
て
は
、
天
長
十
年
（
八
三
三
）
に
淳
和
天
皇
の
治

下
で
撰
集
さ
れ
た
『
令
義
解
巻
八　

厩
牧
』
は
、
細
（
上
馬
）
に
は
一
日
に
粟
一
升
、
稲
（
半
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糠
）
三
升
、
豆
二
升
を
与
え
る
と
す
る

（
14
）。

ま
た
、
参
謀
本
部
編
『
朝
鮮
役
』
所
収
の
慶
長
二

年
（
一
五
九
七
）
八
月
の
事
例
で
は
、
馬
一
頭
一
日
当
た
り
の
飼
料
と
し
て
、
大
豆
四
升
、

稗
三
升
、
糠
一
斗
六
升
（
一
升
六
合
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
）、
藁
二
〇
束
と
し
て
い
る

（
15
）。

会
津

藩
の
馬
扶
持
は
、
馬
の
毎
日
の
飼
料
の
全
て
を
満
た
す
量
で
は
な
い
が
、
そ
の
何
割
か
を
満

た
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

会
津
藩
の
騎
馬
の
士
の
確
保
施
策
の
中
で
特
徴
的
な
の
は
、
そ
の
家
臣
団
が
藩
成
立
の
経

緯
か
ら
寄
り
合
い
所
帯
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
家
臣
の
武
芸
の
技
能
に
つ
い
て
は
初
歩
的
な
部

分
か
ら
把
握
を
要
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
会
津
移
封
か
ら
二
年
後
の
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
四
月
八
日
条
に
「
御
家
中

之
諸
士
、
武
具
・
馬
具
・
小
道
具
等
迄
兼
而
致
所
持
居
候
様
被
仰
出

（
16
）」

と
あ
り
、
八
人
の

組
頭

（
17
）に

お
い
て
組
士
が
武
具
・
馬
具
以
下
を
油
断
無
く
取
り
揃
え
る
よ
う
監
督
す
る
こ
と
を

求
め
て
い
る
。
同
様
の
仰
出
は
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
三
月
二
十
日
条
に
も
あ
り

（
18
）、

藩

政
初
期
に
お
い
て
は
、
寄
せ
集
め
の
家
臣
団
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
装
備
に
も
注
意

を
払
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
会
津
藩
で
は
役
馬
の
所
持
だ
け
で
な
く
、
家
臣
の
乗
馬

技
能
そ
の
も
の
に
も
注
意
を
向
け
た
よ
う
で
、
同
年
十
二
月
十
三
日
付
で
、
組
頭
が
年
二
回
、

組
士
の
「
自
身
乗
馬
」
を
査
閲
す
る
よ
う
指
示
を
出
し
て
い
る
。

組
頭
共
、
年
中
両
度
宛
何
れ
之
馬
場
ニ
而
も
最
寄
次
第
罷
出
、
組
士
之
馬
五
疋
七
疋
程

も
自
身
ニ
為
乗
可
致
一
覧
候
、
老
者
病
者
之
儀
格
別
ニ
候
得
共
、
壮
年
之
輩
者
常
々
自

身
乗
馬
相
嗜
候
様
被
仰
出
之

（
19
）

　

す
な
わ
ち
、
藩
当
局
は
組
頭
に
対
し
て
組
士
の
自
身
乗
り
に
つ
い
て
、
年
に
二
回
、
五
騎

あ
る
い
は
七
騎
と
い
っ
た
少
人
数
グ
ル
ー
プ
で
査
閲
す
る
こ
と
を
求
め
、
ま
た
、
壮
年
の
組

士
に
つ
い
て
は
日
常
の
乗
馬
訓
練
を
求
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
藩
士
の
乗
馬
技
能
の
査
閲
を
江
戸
表
で
も
実
施
し
て
い
た
こ
と
は
、
延
宝
五
年
（
一

六
七
七
）
二
月
十
一
日
条
に
「
今
日
、
殿
様
（
保
科
正
経
）
江
戸
詰
交
代
之
面
々
馬
持
候
者

共
自
身
乗
被
仰
付
、
八
過
於
御
庭
御
馬
場
、
北
原
采
女
（
以
下
人
名
・
後
略

（
20
）。

な
お
、
引
用

文
中
の
（　

）
内
は
筆
者
の
補
註
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。）」

と
二
月
十
一
日
と
三
月
十
一
日
に
お
い
て
計
三
二
人
に
つ
い
て
、二
代
目
藩
主
保
科
正
経
（
天

和
元
年
（
一
六
八
一
）
ま
で
在
位
）
が
自
ら
査
閲
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

　

以
上
、
初
代
藩
主
保
科
正
之
・
二
代
正
経
期
の
騎
馬
の
士
の
状
況
を
述
べ
た
。

　

前
稿
で
主
に
取
り
上
げ
た
盛
岡
藩
と
比
較
す
る
と
、
役
馬
所
持
義
務
は
二
百
石
以
上
の
士

か
ら
で
、
盛
岡
藩
の
百
石
以
上
と
比
べ
て
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
藩
士
の
乗
馬
技

能
の
把
握
が
必
要
と
さ
れ
、
藩
成
立
当
初
か
ら
乗
馬
技
能
の
チ
ェ
ッ
ク
が
日
常
的
に
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
盛
岡
藩
に
つ
い
て
は
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
以
降
、
何
回

か
「
自
身
乗
上
覧
」
と
い
っ
た
形
式
で
藩
士
の
乗
馬
技
能
を
査
閲
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い

る
が
、
会
津
藩
で
は
そ
の
約
七
〇
年
前
か
ら
同
種
の
査
閲
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

二　

乗
馬
所
持
義
務
の
緩
和
と
そ
の
限
界
（
天
和
元
年
〜
享
保
十
六
年
）

　

会
津
藩
で
は
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
に
三
代
目
藩
主
と
な
っ
た
松
平
正
容

（
21
）の

時
代
に

役
馬
所
持
義
務
の
あ
る
士
の
石
高
を
二
百
石
以
上
か
ら
三
百
石
以
上
に
引
き
上
げ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
十
一
月
二
十
四
日
条
に
「
三
百
石
以
上
之
者
ハ
、

馬
可
致
所
持
旨
被
仰
出
」
と
あ
り
、
そ
の
内
容
は

先
年
倹
約
被
仰
出
候
節
、
御
家
中
之
諸
士
人
馬
減
少
不
苦
旨
被
仰
出
、
馬
持
候
義
御
用

捨
被
遊
候
へ
共
、
畢
竟
知
行
高
之
者
馬
持
候
義
、
諸
士
之
当
務
ニ
候
、
其
上
御
奉
公
道

ニ
も
成
儀
ニ
候
間
、
向
後
御
近
習
外
様
共
ニ
、
三
百
石
以
上
之
者
ハ
馬
可
持
之
候
、
其

以
下
扶
持
馬
所
持
之
者
共
ニ
、
能
馬
持
候
而
専
武
用
之
重
宝
ニ
可
仕
処
、
左
な
く
し
て

馬
口
郎
（
馬
喰
）
か
ま
し
く
、
商
売
之
た
め
ニ
仕
候
ハ
ヽ
、
為
士
者
ニ
不
似
合
風
俗
ニ

而
可
有
之
候
条
、
其
覚
悟
専
一
ニ
可
仕
之
旨
被
仰
出
之

（
22
）

　

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
年
以
前
に
出
さ
れ
た
倹
約
令
に
基
づ
き
、
知
行
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三
百
石
未
満
の
士
に
つ
い
て
は
、
馬
扶
持
を
支
給
す
る
こ
と
で
役
馬
を
所
持
さ
せ
て
い
た
と

捉
え
ら
れ
る
（
な
お
、「
近
習
」
と
は
文
官
、「
外
様
」
と
は
武
官
を
指
す
。）。

　

ち
な
み
に
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
よ
り
九
年
前
の
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
四
月
十

日
に
、
藩
主
正
容
が
京
都
に
行
く
た
め
江
戸
を
発
駕
す
る
際
の
状
況
を
見
る
と
、
お
供
の
う

ち
、
三
百
石
の
者
八
人
中
二
人
に
貸
馬
、
一
人
し
か
い
な
い
二
百
石
（
こ
れ
が
乗
馬
の
中
で

は
最
低
の
石
高
）
の
士
も
貸
馬
で
あ
り

（
23
）、

役
馬
の
所
持
義
務
の
免
除
が
元
禄
九
年
の
相
当
前

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
盛
岡
藩
で
は
、
役
馬
所
持
義
務
の
緩
和
が
元
禄

八
年
以
来
の
凶
作
を
理
由
に
元
禄
十
五
年
に
行
わ
れ
て
い
る
が

（
24
）、

会
津
藩
の
所
持
義
務
の
緩

和
は
そ
れ
よ
り
早
か
っ
た
。

　

実
際
、
そ
の
前
年
の
貞
享
三
年
十
一
月
二
十
九
日
付
で
「
御
馬
之
儀
、
御
家
中
之
面
々
へ

貸
乗
セ
候
義
御
停
止
被
仰
付
候
得
共
、
乗
形
為
稽
古
候
間
、
望
之
者
共
へ
ハ
貸
為
乗
候
様
被

仰
出
之
」
と
し

（
25
）、

家
中
に
対
し
て
は
以
前
か
ら
原
則
馬
を
貸
さ
ず
、
乗
馬
の
稽
古
の
場
合
に

は
馬
を
貸
す
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
家
中
の
役
馬
の
減
少
と
諸
士
の
乗
馬
技
能
の
維

持
の
た
め
の
施
策
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
元
禄
九
年
の
役
馬
所
持
義
務
緩
和
の

一
〇
年
以
上
前
か
ら
の
家
中
の
役
馬
所
持
の
減
少
が
推
測
で
き
る
。

　

会
津
藩
は
、
こ
の
よ
う
に
役
馬
所
持
義
務
を
緩
和
し
た
が
、『
家
世
実
紀
』
に
よ
る
と
同

藩
の
元
禄
十
六
年
の
家
臣
の
構
成
は
、
三
百
石
以
上
が
一
七
二
人
、
二
百
石
以
上
三
百
石
未

満
が
一
二
三
人
と
な
っ
て
い
る

（
26
）。

前
述
し
た
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
の
構
成
と
比
べ
る
と
、

三
百
石
未
満
に
は
馬
の
所
持
を
義
務
化
し
て
い
な
い
た
め
、
陪
臣
を
勘
定
に
入
れ
な
い
場
合
、

自
己
所
有
の
役
馬
に
よ
る
騎
馬
の
士
は
寛
永
令
に
基
づ
く
会
津
藩
の
軍
役
数
三
七
五
騎
程
度

に
対
し
て
三
分
の
一
程
度
に
止
ま
る
。
幕
府
軍
役
に
定
め
る
騎
馬
の
士
の
所
定
数
を
満
た
す

た
め
に
は
、
貸
馬
あ
る
い
は
馬
扶
持
の
給
付
に
よ
る
騎
馬
の
士
の
支
援
が
必
須
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、元
禄
九
年
十
一
月
二
十
四
日
条
か
ら
は
、役
馬
以
外
の
馬
を
保
持
し
て
「
馬
口
郎
（
馬

喰
）」
が
ま
し
く
売
買
す
る
者
が
い
た
こ
と
も
判
明
す
る

（
27
）。

裕
福
な
士
分
が
乗
馬
の
売
買
で
さ

や
を
稼
い
で
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
経
済
的
に
恵
ま
れ
な
い
士
の
役
馬
購
入
が
困
難
に
な
る
こ

と
を
懸
念
し
て
の
措
置
で
あ
ろ
う
が
、
藩
内
で
馬
を
持
つ
者
、
持
た
な
い
者
の
格
差
が
生
じ

て
き
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）、
藩
主
正
容
に
書
付
が
提
出
さ
れ
た
。
そ

の
中
で
は
「
当
時
馬
持
候
者
至
而
少
く
、
武
備
怠
候
体
ニ
相
見
候
間
、
自
身
乗
可
被
成
御
覧

由
被
仰
出
候
ハ
ヽ
、
求
候
者
も
可
有
之
候
」
と
役
馬
の
所
持
者
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と

を
申
し
上
げ
る
一
条
が
あ
り
、「
自
身
乗
」
を
御
覧
す
る
こ
と
で
役
馬
を
持
つ
者
が
増
え
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
た

（
28
）。

　

こ
の
書
状
は
吟
味
の
た
め
に
家
老
に
渡
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
家
老
が
各
条
に
附
札
を
し

て
正
容
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
同
年
六
月
四
日
に
正
容
よ
り
書
付
が
家
老
に
下
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
家
老
以
下
が
銘
々
附
札
を
し
て
意
見
を
出
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
馬
の
件
に
つ
い
て
は

一
馬
持
候
義
ハ
、
時
節
被
御
覧
合
、
馬
持
候
恰
好
之
者
江
ハ
馬
持
候
様
ニ
と
、
従
上
被
仰

出
可
然
奉
存
候
、
増
米
御
借
上
ケ
被
成
候
節
、
五
百
石
者
三
百
石
、
三
百
石
去
取
者
弐

百
石
取
恰
好
ニ
、
人
高
減
少
可
仕
由
被
仰
出
た
る
儀
ニ
候
得
者
、
先
此
節
者
御
延
引
可

然
候
、
御
在
邑
之
内
自
身
乗
被
遊
御
覧
候
義
ハ
、
不
限
此
度
御
慰
ニ
も
可
罷
成
候
間
、 

自
身
乗
被
遊
御
覧
可
然
旨

（
29
）

と
自
身
乗
御
覧
の
必
要
性
は
認
め
て
い
る
が
、「
御
慰
ニ
も
可
罷
」
と
家
臣
の
武
備
の
査
閲

か
ら
は
や
や
逸
脱
し
た
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
の
提
出
さ
れ
た
書
付
に
対
応
す
る
よ
う
な
自
身
乗
の
御

覧
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
後
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
六
月
五
日
条
で
は
、
①
三
百
石
以
上
の
士
の
役
馬
所

持
義
務
の
確
認
、
②
番
頭
が
毎
年
組
士
の
馬
を
見
る
こ
と
の
確
認
、
③
石
高
の
低
い
者
に
つ

い
て
も
役
馬
を
所
持
す
る
こ
と
の
推
奨
、
④
物
頭
が
役
馬
を
所
持
す
る
こ
と
の
確
認
、
が
な

さ
れ
て
い
る

（
30
）。

　

さ
ら
に
同
年
十
月
十
三
日
条
で
は
、
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諸
士
馬
持
候
儀
先
達
而
被
仰
付
候
、
年
月
を
経
候
ハ
ヽ
、
又
候
可
弛
も
難
計
候
間
、
大

御
目
付
任
之
相
改
馬
之
増
減
、
諸
月
番
ゟ
差
出
候
書
付
大
御
目
付
ニ
相
渡
、
御
家
老
共

へ
相
達
可
達
御
聞
旨
被
仰
出
之

（
31
）

と
、
役
馬
の
状
況
の
確
認
を
命
じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
三
月
五
日

条
に
お
い
て
も
①
三
百
石
以
上
の
士
の
役
馬
所
持
、
②
物
頭
が
役
馬
を
所
持
す
る
こ
と
、
が

命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

（
32
）。

　

し
か
し
、
享
保
十
二
年
七
月
十
一
日
条
で
は
、

近
頃
御
家
中
馬
数
致
不
足
候
由
相
聞
候
ニ
付
、
御
家
老
共
談
之
上
騎
馬
之
面
々
困
窮
ニ

付
、
年
数
を
限
り
馬
建
候
義
、
御
用
捨
之
願
申
出
被
任
願
候
上
ハ
、
格
別
之
義
心
ニ
叶

候
馬
無
之
由
ニ
而
、
馬
不
致
所
持
罷
在
候
段
、
暫
之
間
ハ
左
も
可
有
之
候
得
共
、
永
く

其
通
ニ
而
罷
在
候
段
、
風
俗
ニ
懸
り
不
当
義
ニ
候
、
小
荷
駄
二
歳
駒
之
内
を
取
建
置
、

其
馬
心
ニ
不
叶
候
ハ
ヽ
、
追
而
建
替
候
と
も
心
ニ
不
叶
ニ
而
、
永
く
馬
を
不
建
不
罷
在

様
可
致
旨
、
騎
馬
之
面
々
へ
申
渡
之

（
33
）

と
、
困
窮
を
原
因
と
し
て
役
馬
の
所
持
を
免
除
さ
れ
た
者
が
そ
の
ま
ま
長
期
に
亘
っ
て
役
馬

を
所
持
し
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
命
じ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
た
だ
、「
小
荷
駄

二
歳
駒
之
内
を
取
建
置
」
と
あ
る
よ
う
に
、
乗
馬
用
で
は
な
い
駄
馬
や
役
馬
と
し
て
適
さ
な

い
と
さ
れ
る
二
歳
駒
で
も
取
り
あ
え
ず
取
り
置
く
こ
と
を
求
め
て
お
り

（
34
）、

藩
当
局
と
し
て
員

数
合
わ
せ
を
是
認
し
て
い
た
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
正
容
期
の
後
期
に
お
い
て
は
、
緩
和
さ
れ

た
役
馬
の
所
持
義
務
の
遵
守
す
ら
困
難
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
本
来
、
役
馬
を
所
持
し
て
乗
馬
し
て
い
た
筈
の
ク
ラ
ス
の
士
分
の
馬
の
不
所
持

と
平
行
す
る
よ
う
に
、
家
中
の
乗
馬
技
能
の
低
下
、
あ
る
い
は
乗
馬
を
回
避
す
る
動
き
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
二
月
五
日
条
に
は
、

諸
代
官
郷
村
へ
罷
出
候
節
、
大
方

ニ
而
罷
出
候
儀
被
聞
召
如
何
候
間
、
如
前
々
馬
ニ

而
可
罷
越
旨
被
仰
出
、
近
年
者
諸
代
官
郷
村
へ
罷
出
候
節
、

ニ
乗
候
様
被
聞
召
、
前
々

者
御
代
官
共
馬
ニ
而
出
候
処
、
近
来
病
気
を
申
立

ニ
成
候
由
、
如
此
ニ
而
者
後
々
不

残

ニ
可
乗
と
風
俗
不
宜
被
思
召
候
、（
後
略

（
35
））

と
、
代
官
が
乗
馬
で
な
く
駕
籠
で
郷
村
に
出
向
い
て
お
り
、
こ
れ
が
風
儀
の
上
か
ら
如
何
か

と
問
題
視
し
て
い
る

（
36
）。

　

享
保
三
年
八
月
十
一
日
条
で
は
、「
人
馬
応
分
限
可
用
立
品
を
可
相
嗜
」
と
し
て
、
そ
の

第
七
条
目
で
、

　
　

御
番
ニ
罷
出
候
節
、
近
く
候
共
子
細
な
く
し
て
歩
行
ニ
而
出
間
敷
、
且
又
五
十
以
上
之

　
　

者
可
成
程
馬
上
ニ
而
可
相
勤
旨

（
37
）

と
、
馬
に
乗
っ
て
奉
公
す
べ
き
事
を
命
じ
、
ま
た
、
享
保
七
年
九
月
二
十
一
日
条
で
は
、
知

行
三
百
石
の
御
刀
番
篠
田
亘
理
が
「
内
証
困
窮
ニ
付
、
勤
番
之
節
人
馬
減
少
之
儀
願
出
」
た

と
こ
ろ
、「
禄
高
之
儀
ニ
候
得
は
馬
之
儀
ハ
難
被
成
御
用
捨
旨
被
仰
出
之

（
38
）」

と
、
お
供
の
減
少

は
認
め
た
の
に
対
し
、
馬
の
省
略
は
認
め
な
か
っ
た
こ
と
を
記
す
。
な
お
、
同
様
の
事
例
と

し
て
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
十
二
月
二
十
七
日
条
で
、
馬
を
建
て
る
義
務
を
負
う
三
百

石
以
上
の
「
高
知
之
諸
士
及
困
窮
候
者
」
が
「
人
馬
減
少
之
儀
願
出
」
た
と
こ
ろ
、
召
し
使

う
者
の
減
少
は
認
め
た
も
の
の
「
馬
之
義
ハ
難
相
成
」
と
し
た
も
の
が
あ
り

（
39
）、

藩
当
局
は
一

貫
し
て
知
行
三
百
石
以
上
の
士
に
つ
い
て
は
乗
馬
を
義
務
化
し
、「
武
威
」
を
保
と
う
と
し

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

た
だ
、
享
保
十
四
年
六
月
二
十
日
条
に
は
、「
御
家
中
御
役
馬
并
扶
持
馬
所
持
之
面
々
自

身
乗
、
加
判
之
者
共
可
及
一
覧
候
、
但
御
近
習
者
大
目
付
以
上
、
外
様
者
御
旗
奉
行
以
上
自

身
乗
不
及
候
、
父
子
と
も
病
気
之
者
者
、
本
復
次
第
追
而
見
可
申
、
尤
自
身
乗
之
節
馬
具
麁

相
成
を
用
候
様
可
心
得
候
（
後
略

（
40
））」

と
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
役
馬
・
扶
持
馬
の
自
身
乗
を
「
加
判
の
者
」
が
検
分
す
る
が
、
そ
の
対
象
と

し
て
は
近
習
に
つ
い
て
は
大
目
付
以
上
、
外
様
に
つ
い
て
は
御
旗
奉
行
以
上
は
除
外
し
て
お

り
、
高
位
者
が
弛
緩
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
下
位
者
の
乗
馬
技
能
が
低
下
し
て
い
る
と

の
懸
念
が
あ
っ
て
重
点
的
に
査
閲
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
か
、
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。

130 



　

三　

役
馬
所
持
義
務
の
大
幅
な
緩
和
と
馬
扶
持
問
題（
享
保
十
六
年
〜
天
明
二
年
）

　

享
保
十
六
年
に
三
代
藩
主
松
平
正
容
が
死
去
し
、
八
男
の
容か

た
さ
だ貞

が
四
代
藩
主
と
し
て
家
督

を
継
い
だ
（
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
ま
で
在
位
）。

　

容
貞
期
に
お
い
て
は
藩
財
政
悪
化
に
つ
き
、
早
く
も
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
七
月
九

日
条
に
「
御
内
証
御
手
支
ニ
付
、
御
家
中
一
統
百
五
拾
石
以
上
ハ
百
石
ニ
付
三
拾
石
、
百
石

以
下
以
下
御
切
符
御
扶
持
類
迄
百
石
ニ
付
弐
拾
石
之
積
を
以
、
御
借
知
被
仰
出
」
と
の
決
定

が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
役
馬
所
持
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
其
二
、
残
知
三
百
石
ニ

不
満
者
ハ
、
於
会
津
馬
建
候
義
御
用
捨
被
成
候
、
其
内
馬
持
候
者
江
ハ
馬
扶
持
可
被
下
候
、

其
三
、
馬
御
用
捨
之
者
共
勤
番
之
節
ハ
、
於
江
戸
御
貸
人
馬
可
被
設
置
候

（
41
）」

と
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
借
り
上
げ
に
よ
り
基
準
石
高
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
者
で
役
馬
を
所
持
す
る
も
の
に

対
し
て
は
馬
扶
持
を
渡
す
と
し
、
馬
を
飼
わ
な
く
て
も
良
く
な
っ
た
者
が
江
戸
で
勤
番
す
る

場
合
は
現
地
で
馬
を
貸
す
と
し
て
い
る
。（
以
下
、
会
津
藩
で
の
馬
扶
持
・
馬
建
金
を
巡
る

状
況
は
表
に
概
略
を
記
載
）

　

こ
の
施
策
は
、
盛
岡
藩
が
享
保
四
年
に
「
四
ケ
一
借
上
」
を
行
っ
た
際
に
役
馬
所
持
義
務

を
免
除
し
た
事
例
と
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
藩
で
は
三
百
石
以
上
の
士
に
つ
い
て

役
馬
所
持
義
務
を
課
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
知
行
の
四
分
の
一
の
借
り
上
げ
に
伴
い
、
借
り
上

げ
後
の
残
高
で
三
百
石
以
上
の
士
に
の
み
役
馬
所
持
義
務
を
課
す
る
と
改
め
て
お
り
、
軍
役

義
務
と
知
行
と
間
の
強
い
牽
連
関
係
が
指
摘
で
き
た

（
42
）。

　

会
津
藩
が
、
知
行
の
借
り
上
げ
の
結
果
、
基
準
石
高
以
下
と
な
っ
た
士
分
へ
の
役
馬
所
持

義
務
の
免
除
あ
る
い
は
馬
扶
持
の
支
給
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
知
行
は
そ
も
そ
も
軍
役
へ

の
対
価
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
示
す
も
の
と
評
価
で
き
る

（
43
）。

　

寛
延
三
年
に
松
平
容か

た
の
ぶ頌
（
在
位
：
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
ま
で
）
が
五
代
藩
主
と
な
っ

て
七
年
後
の
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）、
会
津
藩
で
は
ま
た
も
「
御
内
証
御
差
支
ニ
付
、
御

家
中
之
面
々
ゟ
割
合
を
以
再
御
借
知
被
仰
付
」
が
あ
り
、期
限
を
明
示
せ
ず
に
「
御
借
上
割
合
、

百
五
拾
石
以
上
百
石
ニ
付
四
十
石
積
り
、
百
石
は
三
十
石
積
り
」
と
し
た
上
で
、

　
　

残
知
三
百
石
ニ
不
満
者
ハ
、
於
会
津
馬
建
候
ニ
不
及
、
其
内
馬
持
候
者
へ
ハ
馬
扶
持
可

　
　

被
下
旨
、
且
此
面
々
ハ
勤
番
之
節
在
府
中
計
自
分
馬
建
候
様
可
致
、
其
費
補
当
秋
勤
番

　
　

之
節
ゟ
一
陣
金
五
両
宛
可
被
下
、
尤
馬
扶
持
馬
雑
用
も
只
今
迄
之
通
可
被
下
旨
、
江
戸

　
　

勤
番
之
節
ハ
御
扶
持
方
夫
金
ハ
全
知
之
通
可
被
下
旨
、（
以
下
略

（
44
））

  

と
し
、
享
保
十
八
年
の
と
き
と
同
様
に
石
高
が
三
百
石
に
満
た
な
く
な
っ
た
者
に
つ
い
て

は
、
役
馬
所
持
義
務
の
免
除
あ
る
い
は
馬
扶
持
の
支
給
を
認
め
た
。

　

し
か
し
、
藩
財
政
の
悪
化
は
止
ま
ら
ず
、
馬
扶
持
の
支
給
自
体
も
困
難
と
な
っ
た
よ
う
で
、

翌
宝
暦
八
年
十
一
月
二
十
六
日
条
に
「
厳
密
之
御
省
略
」
の
記
事
が
あ
り
、
馬
扶
持
も
削
減

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

同
日
条
に
よ
る
と
、
当
初
案
で
は
猪
苗
代
在
番
の
士
以
外
に
つ
い
て
は
、
知
行
借
上
後
の

残
高
が
百
五
十
石
以
下
の
士
（
一
三
〇
人
）
に
対
し
て
は
馬
扶
持
と
し
て
の
「
馬
大
豆
」
を

渡
さ
な
い
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
年
間
の
削
減
量
は
大
豆
千
六
百
拾
八
石
二
斗
（
価
格
を

米
換
算
す
る
と
千
八
百
弐
拾
五
俵
壱
斗
）
に
な
る
と
し
て
い
た
が
、
藩
主
の
叔
父
で
後
見
役

を
務
め
て
い
た
松
平
容
章
の
決
断
に
よ
り
二
百
五
十
石
以
下
の
者
全
て
に
対
し
て
馬
扶
持
を

止
め
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
現
に
役
馬
を
所
持
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
急
に
扶
持

を
打
ち
切
る
と
「
馬
の
片
付
け
」
に
も
差
し
支
え
る
こ
と
か
ら
こ
れ
ま
で
の
支
給
の
半
分
を

翌
年
二
月
ま
で
行
う
と
し
て
い
る

（
45
）。

　

こ
の
記
事
か
ら
は
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
三
百
石
未
満
の
士
に
対
す
る
役
馬
所
持

義
務
を
免
除
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
一
〇
〇
人
を
超
え
る
者
が
役
馬
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
、

そ
れ
に
対
す
る
扶
持
が
財
政
負
担
に
な
り
得
る
程
度
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な

み
に
、
単
純
計
算
す
る
と
、
一
人
が
一
疋
の
馬
を
所
有
し
て
い
た
と
仮
定
し
て
、
一
疋
に
つ

き
一
日
三
升
四
合
の
大
豆
が
給
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
前
出
の
慶
安
二
年
十
二
月
十
三
日
条

に
あ
る
「
一
日
二
升
五
合
」
を
上
回
っ
て
い
る
（
馬
扶
持
を
増
加
さ
せ
た
と
い
う
記
事
は
見
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当
た
ら
な
か
っ
た
）。

　

宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
の
馬
扶
持
不
支
給
の
方
針
は
七
年
後
の
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）

に
は
撤
回
さ
れ
た
。
同
年
六
月
二
十
五
日
条
「
弐
百
五
拾
石
以
下
之
者
江
、
馬
扶
持
壱
ケ
年

拾
俵
つ
ゝ
被
下
」
で
は
、
家
中
の
馬
が
減
り
、
子
弟
の
（
乗
馬
）
稽
古
も
で
き
な
く
な
っ
た

の
で
、
藩
の
財
政
回
復
も
受
け
て
二
百
五
十
石
以
下
の
役
馬
を
所
持
す
る
士
に
は
一
年
に
つ

き
一
〇
俵
の
馬
扶
持
を
下
付
す
る
と
し
た

（
46
）。

　

ま
た
、
借
知
後
の
残
り
の
知
行
高
が
三
百
石
未
満
の
士
が
勤
番
の
た
め
に
役
馬
を
所
持
す

る
場
合
は
「
馬
建
金
」
を
渡
し
て
い
た
が
、
明
和
七
年
二
月
二
十
九
日
条
に
お
い
て
は
、
こ

の
馬
建
金
を
廃
止
し
、
知
行
高
三
百
石
未
満
の
士
が
勤
番
で
乗
馬
を
要
す
る
場
合
は
藩
か
ら

馬
を
貸
す
（
御
貸
馬
）
こ
と
と
し
た
（
飼
料
も
藩
当
局
が
支
給

（
47
））。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
措
置
は
、
既
に
役
馬
を
所
持
し
て
い
た
士
に
と
っ
て
は
馬
の
片
付
け
（
転

売
）
の
支
障
と
な
る
ほ
か
、
貸
馬
に
し
て
も
そ
の
取
扱
い
に
も
気
を
遣
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
不
満
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
早
く
も
二
年
後
の
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
九
月

十
一
日
条
に
、
馬
建
金
の
支
給
制
度
の
復
活
の
記
載
が
あ
る
。
た
だ
し
、
従
前
五
両
支
給
し

て
い
た
も
の
が
「
時
節
柄
」
と
い
う
こ
と
で
三
両
に
減
額
さ
れ
て
い
る

（
48
）。

　

な
お
、
馬
扶
持
は
明
和
二
年
に
復
活
の
後
、
安
永
元
年
四
月
に
ま
た
取
り
止
め
ら
れ
た
が

（
49
）、

安
永
四
年
九
月
二
十
八
日
条
に
お
い
て
、　　
　

御
家
中
馬
扶
持
先
達
而
一
統
被
相
止
候
処
、
馬
術
稽
古
甚
差
支
候
形
相
聞
候
ニ
付
、
此

節
至
極
差
支
之
節
ニ
候
共
、
残
知
三
百
石
ニ
不
満
者
并
猪
苗
代
士
共
ニ
馬
建
候
者
ヘ
ハ
、

定
之
通
馬
扶
持
被
下
、
全
知
弐
百
五
拾
石
以
下
ヘ
ハ
、
此
節
之
儀
故
全
之
被
下
か
た
く

候
ニ
付
、
一
ケ
月
壱
俵
つ
ゝ
馬
扶
持
被
下
候
間
、
望
之
者
之
馬
建
候
様
可
致
、
尤
馬
扶

持
之
儀
只
今
迄
馬
建
候
者
ハ
当
時
ゟ
被
下
、
新
ニ
建
候
者
へ
者
来
二
月
中
ゟ
被
下
之
旨

被
仰
出

（
50
）、

と
、
再
度
、
復
活
し
て
い
る
。
な
お
、
三
百
石
未
満
の
士
と
猪
苗
代
の
士
に
つ
い
て
は
定
め

の
と
お
り
に
復
活
と
し
た
が
、
う
ち
百
五
十
石
以
下
の
士
に
つ
い
て
は
完
全
復
活
で
は
な
く

年
一
二
俵
の
馬
扶
持
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
規
に
役
馬
を
所
持
す
る
士
に
つ
い
て
は
翌
年

二
月
か
ら
の
支
給
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
家
臣
団
の
役
馬
所
持
に
対
す
る
扶
助
制
度
を
復
活
さ
せ
た
こ
と
を
受
け
て

か
、
復
活
か
ら
四
年
後
の
安
永
八
年
に
「
自
身
乗
御
覧
」
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

安
永
八
年
八
月
二
十
三
日
条
に
よ
る
と　
　
　

諸
士
自
身
乗
於
御
厩
追
々
御
覧
可
被
成
、
就
而
ハ
馬
ニ
寄
調
子
減
候
次
第
も
有
之
候
間
、

遅
道
何
辺
早
乗
何
辺
抔
と
申
儀
不
定
、
馬
之
落
合
候
調
子
迄
乗
定
、
乗
込
ニ
而
宜
由
被

仰
出
、
今
日
ゟ
追
々
御
覧
被
成
候

（
51
）、

と
特
に
様
式
を
定
め
な
い
で
藩
主
が
何
日
か
に
分
け
て
藩
士
の
乗
馬
技
能
を
査
閲
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
財
政
事
情
の
悪
化
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
閏

五
月
に
お
い
て
「
厳
密
之
御
省
略
」
と
し
て
馬
扶
持
を
全
面
廃
止
し
（
た
だ
し
、
馬
が
片
付

く
ま
で
は
半
分
を
支
給
）、
例
外
的
に
借
上
後
の
石
高
が
三
百
石
に
満
た
な
い
者
が
勤
番
の

た
め
に
役
馬
を
所
持
す
る
た
め
の
「
馬
建
金
」
は
廃
止
し
な
い
と
し
た

（
52
）。

　

し
か
し
そ
の
後
、
天
明
の
大
飢
饉
の
時
期
に
当
た
る
天
明
二
年
三
月
二
十
六
日
条
に
あ
る

「
諸
向
御
省
略
」
に
お
い
て
は
、「 

江
戸
勤
番
并
常
詰
共
ニ
馬
建
金
一
統
被
相
止
、
御
貸
馬
ニ

而
可
然
」
と
、
馬
建
金
制
度
も
停
止
す
る
こ
と
と
し
、
馬
を
持
て
な
い
士
に
は
貸
馬
で
対
応

す
る
と
し
て
い
る
。
馬
に
つ
い
て
は
、
御
馬
・
貸
馬
併
せ
て
江
戸
、
会
津
に
そ
れ
ぞ
れ
五
七
、

八
疋
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
藩
所
有
の
馬
に
よ
っ
て
役
務
は
何
と
か
実
施
で
き
る
と
判
断
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る

（
53
）。

　

四　

田
中
玄
宰
の
改
革
に
よ
る
馬
扶
持
の
復
活
（
天
明
三
年
〜
文
化
三
年
）

　

 

以
上
の
よ
う
に
め
ま
ぐ
る
し
く
変
更
が
な
さ
れ
て
い
た
会
津
藩
の
馬
扶
持
支
給
制
度
は
、

『
家
世
実
紀
』
を
見
る
限
り
、
田
中
玄は

る
な
か宰

の
家
老
就
任
・
藩
政
改
革
を
も
っ
て
安
定
し
た
方
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向
に
進
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
田
中
玄
宰
は
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
か
ら
同
四
年
八
月
ま

で
家
老
職
に
あ
っ
た
が
病
気
の
た
め
一
旦
家
老
を
辞
し
、
同
五
年
十
二
月
か
ら
家
老
職
に
復

帰
し
、
農
民
・
農
村
体
制
の
再
編
、
殖
産
興
業
、
軍
政
改
革
を
実
施
し
た
。
田
中
玄
宰
は
、

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
没
す
る
ま
で
藩
政
を
主
導
し
て
い
た

（
54
）。

　

田
中
玄
宰
が
一
時
、
家
老
職
を
退
い
て
い
た
天
明
四
年
九
月
二
日
条
に
は
、

　
　

御
家
中
馬
扶
持
四
年
以
前
ゟ
一
統
被
相
止
候
処
、
馬
術
稽
古
甚
差
支
候
形
ニ
相
聞
候
ニ

　
　

付
、
全
知
四
百
五
拾
石
以
下
卑
之
者
共
ま
て
、
壱
年
拾
俵
宛
被
下
候
間
、
望
之
者
者
馬

　
　

建
候
様

　

と
あ
り
、
全
知
行
が
四
百
五
十
石
以
下
の
士
に
は
年
一
〇
俵
の
馬
扶
持
が
復
活
し
た
（
猪

苗
代
の
士
と
町
奉
行
は
年
一
二
俵

（
55
））。

　

そ
し
て
、
田
中
玄
宰
再
登
板
直
前
の
天
明
五
年
八
月
一
日
条
に
お
い
て
は
、「
是
迄
高
知

之
者
へ
馬
扶
持
補
被
下
候
処
被
相
止
、
五
百
五
拾
石
ハ
八
俵
宛
、
四
百
五
拾
石
以
下
者
是
迄

之
通
馬
扶
持
被
下
」
と

（
56
）、

高
知
行
の
藩
士
へ
の
馬
扶
持
を
止
め
る
替
わ
り
に
五
百
五
十
石
以

下
の
士
に
は
馬
扶
持
を
一
定
程
度
渡
す
と
し
た
。

　

さ
ら
に
、
田
中
玄
宰
が
家
老
職
に
復
帰
し
て
本
格
的
に
改
革
が
行
わ
れ
た
天
明
七
年
正
月

二
十
一
日
条
に
は
「
御
家
中
馬
扶
持
渡
被
増
」
と
し
て
以
下
の
記
事
が
あ
る
。

御
家
中
御
借
知
残
三
百
石
ニ
不
満
者
へ
被
相
渡
候
馬
扶
持
、
天
明
元
年
一
統
被
相
止
、

同
三
年
凶
作
ニ
付
歩
渡
ニ
相
成
候
故
、
全
知
五
百
石
以
上
之
者
へ
、
大
豆
八
俵
つ
ゝ
増

渡
被
成
下
候
、
同
四
年
全
知
四
百
五
拾
石
以
下
へ
、
馬
扶
持
一
年
大
豆
拾
俵
宛
、
望
之

者
へ
ハ
被
下
候
旨
被
仰
出
候
処
、
渡
高
不
足
ニ
付
、
馬
建
度
者
も
見
合
置
候
歟
ニ
而
、

馬
術
稽
古
差
支
候
形
相
聞
候
ニ
付
、
五
百
石
以
上
へ
大
豆
拾
俵
、
四
百
五
拾
石
以
下
へ

同
拾
弐
俵
渡
り
ニ
被
増
候
ハ
ヽ
、
馬
建
候
者
も
相
増
、
差
支
有
之
間
敷
と
御
家
老
共
致

評
議
、
出
方
之
儀
、
奉
行
共
へ
相
尋
候
得
は
、
此
節
八
俵
渡
七
人
、
拾
俵
渡
五
拾
壱
人

有
之
、
此
者
共
へ
大
豆
渡
六
百
六
拾
六
俵
ニ
候
、
此
上
弐
俵
つ
ゝ
、
被
増
候
得
者
百
拾

六
俵
程
之
事
ニ
而
、
尤
馬
数
増
候
而
も
此
上
惣
高
百
疋
と
差
積
、
大
豆
六
百
弐
拾
俵
程

増
と
相
見
候
、
御
内
証
御
難
渋
之
節
、
渡
方
六
ケ
敷
候
得
と
も
、
御
家
中
馬
増
候
儀
ニ

候
間
、如
何
様
ニ
も
考
量
相
尽
、大
豆
備
取
計
可
致
由
、元
〆
方
ゟ
申
出
候
由
申
儀
ニ
付
、

御
時
節
柄
ニ
ハ
候
へ
共
、
格
別
之
訳
を
以
評
議
之
通
、
馬
扶
持
渡
大
豆
高
被
増
可
然
旨

及
言
上
候
処
、
其
通
被
増
被
下
之
旨
被
仰
出
候
間
、
五
百
石
以
上
壱
年
拾
俵
、
四
百
五

拾
石
以
下
同
拾
弐
俵
渡
ニ
被
成
下
候
旨
、
一
統
へ
申
渡
之

（
57
）、

　

す
な
わ
ち
、
五
百
石
以
上
に
は
年
一
〇
俵
、
四
百
五
十
石
以
下
は
年
一
二
俵
の
大
豆
を
役

馬
所
有
者
に
扶
持
と
し
て
与
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
会
津
藩
は
、
天
明
八
年
一
月
二
十
九
日
よ
り
軍
制
を
河
陽
流
か
ら
よ
り
鉄
砲
を
重

視
し
た
長
沼
流
に
変
更
し
て
軍
制
を
強
化
し
て
お
り

（
58
）、

馬
扶
持
復
活
・
馬
術
の
奨
励
は
こ
う

し
た
軍
制
強
化
の
一
環
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　

そ
し
て
、
同
年
六
月
に
は
、「
御
家
中
之
馬
術
執
行
微
々
」
と
い
う
判
断
か
ら
、
桜
馬
場

で
の
馬
術
稽
古
の
た
め
に
貸
馬
数
を
増
や
す
と
い
う
措
置
も
実
施
し

（
59
）、

さ
ら
に
は
、
寛
政
二

年
（
一
七
九
〇
）
か
ら
は
外
様
の
新
番
組
以
上
の
士
に
つ
い
て
、
寛
政
四
年
か
ら
は
近
習
の

芸
者
以
上
の
士
（
い
ず
れ
も
会
津
藩
の
藩
士
の
階
層
と
し
て
は
第
四
位
）
に
つ
い
て
も
役
馬

を
建
て
る
者
に
つ
い
て
は
馬
扶
持
を
給
付
す
る
と
し
て
お
り

（
60
）、

会
津
藩
に
お
い
て
は
、
役
馬

所
持
の
拡
充
に
一
気
に
舵
を
切
っ
て
い
る

（
61
）。

　
『
家
世
実
紀
』
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
ま
で
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
会
津
藩
は
、
文

化
五
年
に
北
方
防
備
の
た
め
幕
命
で
樺
太
に
出
兵
し
、さ
ら
に
文
化
七
年
か
ら
文
政
十
年
（
一

八
二
〇
）
に
か
け
て
と
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
か
ら
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
か
け
て

江
戸
湾
防
備
に
従
事
す
る
な
ど
、
軍
事
的
負
担
が
高
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
負
担
に
対

応
す
る
態
勢
整
備
は
、
こ
の
田
中
玄
宰
の
改
革
に
よ
る
軍
備
強
化
が
端
緒
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、

そ
の
意
義
は
大
き
か
っ
た
。
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お
わ
り
に

　

会
津
藩
は
、
藩
成
立
の
経
緯
か
ら
家
臣
団
が
寄
せ
集
め
だ
っ
た
た
め
、
成
立
当
初
か
ら
士

分
の
乗
馬
技
能
の
把
握
に
勤
め
る
と
い
っ
た
、
盛
岡
藩
等
に
は
見
ら
れ
な
い
状
況
が
生
じ
て

い
た
。
ま
た
、
地
方
知
行
制
を
取
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
か

（
62
）、

役
馬
の
飼
料
の
確
保
が

不
可
欠
と
な
り
、
役
馬
所
持
者
に
馬
扶
持
を
与
え
る
と
い
う
補
助
政
策
を
導
入
し
て
い
た
。

会
津
藩
に
お
い
て
は
元
禄
九
年
に
役
馬
所
持
義
務
の
あ
る
士
の
知
行
高
を
二
百
石
以
上
か
ら

三
百
石
以
上
へ
と
引
き
上
げ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
役
馬
所
持
義
務
者
の
減
少
に
も
関
わ
ら
ず
、

幕
府
軍
役
に
対
応
し
た
騎
馬
の
士
の
確
保
が
可
能
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
三
百
石
未
満
の
士

の
役
馬
所
持
に
対
し
て
は
馬
扶
持
の
支
給
に
よ
る
支
援
が
あ
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
馬
扶
持
の
支
給
に
つ
い
て
も
享
保
期
以
降
の
藩
財
政
の
悪
化
あ
る
い
は
飢
饉
に

よ
っ
て
度
々
制
度
の
廃
止
・
縮
小
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
、
藩
の
財
政
状
況
が
好

転
す
る
と
馬
扶
持
の
支
給
は
そ
の
都
度
、
復
活
さ
れ
た
。
藩
当
局
が
、
享
保
期
に
人
馬
の
減

少
を
求
め
た
藩
士
に
対
し
、
お
供
の
減
員
は
認
め
て
も
馬
を
略
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た

事
例
が
見
ら
れ
た
が
、
一
定
数
以
上
の
騎
馬
の
士
の
維
持
、
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
役
馬
所

持
者
へ
の
支
援
は
藩
と
し
て
守
る
べ
き
重
要
な
施
策
だ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
藩
当
局
の
姿
勢
か
ら
、
享
保
期
か
ら
天
明
期
に
か
け
て
の
何
回
か
の
馬
扶
持
の

縮
小
、
廃
止
、
復
活
を
経
て
天
明
期
よ
り
田
中
玄
宰
が
藩
政
を
主
導
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

軍
制
改
革
と
も
相
ま
っ
て
、
馬
扶
持
の
支
給
に
よ
る
騎
馬
の
士
の
役
馬
所
持
の
推
進
策
が
講

じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
役
馬
の
維
持
と
騎
馬
の
士
の
馬
術
の
技
量
の
確
保
は
、
藩
の

軍
制
上
も
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、『
家
世
実
紀
』
に
基
づ
き
会
津
藩
の
騎
馬
の
士
確
保
施
策
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
今

後
は
、
既
に
行
っ
た
盛
岡
藩
の
役
馬
所
持
制
度
の
分
析
結
果
と
も
併
せ
て
、
他
の
藩
に
お
け

る
騎
馬
の
士
確
保
施
策
の
分
析
を
引
き
続
き
行
い
、
江
戸
時
代
の
軍
制
に
お
け
る
騎
馬
の
士

確
保
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

註（
1
）  「
武
家
要
記
」
軍
役
事
『
大
日
本
史
料　

第
十
二
編
之
十
八
』（
東
京
帝
国
大
学
、
一
九

一
七
年
）　

二
二
頁
。

（
2
）  

大
猷
院
殿
御
実
紀
巻
二
十
二 

寛
永
十
年
二
月
十
六
日
条
（『
徳
川
実
紀　

第
二
編
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）。
な
お
、
同
規
定
に
続
け
て
「
こ
れ
は
上
洛
并
日
光
山
御

参
の
時
の
制
な
り
、
軍
陣
に
は
一
倍
増
し
て
賜
は
る
べ
し
」
と
の
註
が
付
く
。

（
3
）  

久
保
田
正
志
「
騎
馬
の
士
の
確
保
施
策
と
し
て
の
役
馬
改
制
度
の
実
態―

盛
岡
藩
の
例

を
中
心
に―

」（『
法
政
史
論
』
四
十
一
号　

二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
4
）  

荒
島
智
子
「
岡
山
藩
に
お
け
る
家
臣
の
馬
所
持
と
馬
扶
持
」（『
岡
山
地
方
史
研
究
』
一

一
五
号　

二
〇
〇
八
年
九
月
）

（
5
）  『
会
津
藩
家
世
実
紀
』
は
、
幼
少
に
し
て
家
督
を
継
い
だ
七
代
藩
主
松
平
容か

た
ひ
ろ衆
容
衆
に

旧
事
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
、
寛
永
八
年
か
ら
文
化
三
年
に
至
る
ま
で
の
出
来
事
を
編

纂
し
て
文
化
十
二
年
に
完
成
さ
せ
た
と
い
う
会
津
藩
の
正
史
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の

史
料
を
戊
辰
戦
争
で
失
っ
た
会
津
藩
に
お
い
て
は
、
藩
政
全
般
を
知
り
う
る
唯
一
の
史

料
と
も
さ
れ
る
（
豊
田
武
編
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

一
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
七
五
年
）

六
頁
以
下
参
照
）。

（
6
）  『
会
津
若
松
史
第
２
巻　

築
か
れ
た
会
津
』（
会
津
若
松
市
、
一
九
六
五
年
）
二
四
七
頁
。

（
7
）  『
福
島
県
史
第
２
巻　

通
史
編
２　

近
世
１
』（
同
県
、
一
九
七
一
年
）
五
八
一
、
五
八

三
頁
。

（
8
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
十
五
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

二
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）

一
六
九
頁
。

 　

な
お
、
慶
安
四
年
軍
役
に
つ
い
て
は
、
二
百
五
十
石
以
上
に
つ
い
て
一
騎
仕
立
て
を

求
め
た
と
の
指
摘
が
あ
る
（『
会
津　

若
松
史
第
２
巻　

築
か
れ
た
会
津
』（
会
津
若
松
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市
、
一
九
六
五
年
）
二
五
五
頁
）。

（
9
）  

江
戸
詰
に
際
し
て
は
、原
則
、三
百
石
以
上
の
士
が
馬
を
建
て
て
い
た
。
正
保
二
年
（
一

六
四
五
）
閏
五
月
四
日
条
に
「
乗
馬
組
付
江
戸
勤
番
之
節
、
二
百
五
拾
石
之
組
付
相
加

可
罷
登
旨
被
仰
出
」
と
あ
り
（
家
世
実
紀
巻
之
五
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

一
』
一
八
七

頁
）、
そ
の
内
容
は
、「
江
戸
詰
に
際
し
て
十
騎
乗
馬
を
従
え
る
が
、
三
百
石
以
上
の
者

だ
け
で
な
く
、
二
百
五
十
石
以
上
の
者
も
二
、
三
人
そ
の
供
に
加
え
よ
」
と
の
こ
と
で
、

江
戸
へ
の
参
勤
に
際
し
て
三
百
石
以
上
の
士
に
馬
を
建
て
る
義
務
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
な
お
、
二
百
五
十
石
以
下
の
士
に
つ
い
て
は
、
江
戸
詰
め
の
間
、
馬
扶
持
を
与

え
る
と
し
て
い
る
。

（
10
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
十
六
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

二
』
二
三
一
頁
。

（
11
）  

家
中
の
騎
馬
は
、
千
五
百
石
か
ら
二
千
九
百
石
ま
で
が
一
騎
、
三
千
石
か
ら
三
千
九
百

石
ま
で
が
二
騎
、
四
千
石
か
ら
四
千
九
百
石
ま
で
が
三
騎
と
な
っ
て
い
る
（
家
世
実
紀

巻
之
二
十
二
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

二
』
五
四
頁
）。

（
12
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
十
五
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

二
』
一
六
九
頁
。

（
13
）  

家
世
実
紀
巻
之
九
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

一
』
三
三
八
頁
。
な
お
、
豊
後
岡
藩
中
川
家

に
お
い
て
、
藩
主
が
出
し
た
慶
安
五
年
八
月
吉
日
付
の
「
中
川
久
盛
諸
渡
方
覚
」
に
次

の
一
条
が
あ
る
。

　
　

一 

高
百
石
ゟ
百
九
拾
石
迄
馬
所
持
仕
候
者
ニ
一
日
ニ
、
大
豆
弐
升
宛
夏
冬
共
ニ
渡

し
可
申
候
、
但
弐
百
石
ゟ
上
者
渡
し
申
間
敷
候
事

　

知
行
高
が
少
な
い
士
に
馬
扶
持
を
支
給
す
る
施
策
が
他
藩
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
、
支

給
さ
れ
る
大
豆
は
一
日
二
升
程
度
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
神
戸
大
学
文
学
部
日
本
史

研
究
室
『
中
川
家
文
書
』（
臨
川
書
店
、一
九
八
七
年
）
二
七
七
頁
（
第
二
二
九
文
書
））。

（
14
）  

国
史
大
系
編
修
会
編
「
律
・
令
義
解
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
二
（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
六
年
）
二
七
一
頁
。

（
15
）  

参
謀
本
部
編
『
日
本
戦
史　

朝
鮮
役
』（
村
田
書
店
、
一
九
七
七
年
覆
刻
）
附
記
第
二

八
二
頁
。

（
16
）  

家
世
実
紀
巻
之
五
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

一
』
七
七
頁
。

（
17
）  

保
科
正
之
期
の
会
津
藩
で
は
軍
事
的
編
成
で
あ
る
「
侍
組
」
は
八
組
あ
っ
た
（『
会
津

若
松
史
第
２
巻　

築
か
れ
た
会
津
』
二
五
四
頁
）。

（
18
）  

家
世
実
紀
巻
之
九
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

一
』
三
一
六
頁
。

（
19
）  

同
右
三
三
七
頁
。

（
20
）  

家
世
実
紀
巻
之
五
十
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

三
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
）
二

九
一
頁
。　

（
21
）  

享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
ま
で
在
位
。
な
お
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
松
平
姓

と
な
る
。

（
22
）  『
会
津
藩
家
世
実
紀　

五
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
）
四
二
頁
。
な
お
、
延
宝  

二
年
三
月
二
十
五
日
条
に
「
物
頭
・
町
奉
行
・
使
番
、
知
行
三
百
石
ニ
た
ら
さ
る
者
ハ

向
後
為
役
料
三
百
石
之
都
合
ニ
可
被
下
之
、
三
百
石
ニ
不
満
者
と
い
ふ
と
も
、
其
人
柄

ニ
随
ひ
其
役
々
被
仰
付
、
三
百
石
之
都
合
可
被
下
旨
」
と
の
記
載
が
あ
り
（
家
世
実
紀

巻
之
四
十
三
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

三
』
九
二
頁
）、
三
百
石
が
「
役
付
」
に
お
い
て

も
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
三
百
石
以
上
の
役
馬
所
持
義
務
は

役
務
の
遂
行
の
観
点
も
含
め
て
の
決
定
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
で
き
る
。

（
23
）  

家
世
実
紀
巻
之
七
十
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

四
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
三

四
九
頁
。

（
24
）  

盛
岡
藩
の
家
老
席
日
記
で
あ
る
『
雑
書
』
元
禄
十
五
年
九
月
朔
日
条
に
は
、

　
　

一
御
役
馬
従
前
々
百
石
以
上
持
来
之
処
、
元
禄
八
年
之
凶
年
よ
り
御
用
捨
被
遊
、

　
　
　

三
百
石
以
上
所
持
仕
候
、
愈
如
其
可
致
所
用
事
右
之
通
凶
作
付
て
今
度
被
仰
出

　
　
　

之
間
、
急
度
可
相
守
者
也

と
あ
り
、
盛
岡
藩
で
は
元
禄
八
年
以
降
、
役
馬
所
持
義
務
が
従
来
の
百
石
以
上
の
士
分

か
ら
三
百
石
以
上
の
士
分
に
改
め
ら
れ
て
い
た
（『
雑
書　

第
七
巻
』（
熊
谷
印
刷
出
版
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部
、
一
九
九
三
年
）
九
七
六
頁
）。

（
25
）  

家
世
実
紀
巻
之
六
十
九
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

四
』
三
三
〇
頁
。

（
26
）  

家
世
実
紀
巻
之
八
十
八
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

五
』
三
七
六
頁
。

（
27
）  

馬
喰
的
な
商
行
為
を
士
分
が
行
う
こ
と
は
他
藩
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
発
田

藩
溝
口
家
に
お
い
て
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
九
月
に
出
し
た
「
軍
用
武
芸
覚
」
の
四

条
目
に
は
、

　
　

一 

御
知
行
被
下
候
者
不
如
意
に
て
余
事
は
減
少
仕
と
も
馬
之
儀
第
一
心
懸
へ
し
高

知
之
も
の
馬
数
た
て
候
儀
勝
手
次
第
乍
然
売
買
手
廻
し
の
様
に
致
な
し
候
て
ハ

非
本
意
心
を
付
へ
き
事

と
あ
っ
て
（
新
発
田
藩
法
令
史
覚
書
五
一
文
書
『
新
発
田
市
史
資
料
第
三
巻　

新
発
田

藩
史
料
（
3
）』（
同
市
、
一
九
六
六
年
）
三
一
三
頁
書
）、
高
知
（
知
行
高
の
多
い
者
）

が
軍
役
規
定
以
上
の
馬
を
保
有
し
て　

売
買
が
ま
し
い
こ
と
を
行
う
こ
と
を
注
意
し
て

い
る
。

　

ま
た
、
参
勤
交
代
に
際
し
て
江
戸
ま
で
乗
っ
た
馬
を
売
り
払
っ
て
い
た
士
分
が
い
た

こ
と
は
、
盛
岡
藩
南
部
家
の
以
下
の
布
達
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

　
　

一
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
二
月
廿
三
日
、
被
仰
渡

　
　
　
　
（
四
項
目
略
）

　
　

一
、
江
戸
御
供
ニ
登
候
者
ハ
勝
手
次
第
馬
払
候
而
、
下
之
時
分
早
速
求
可
申
候
事
、

　
　
　
　

右
之
通
被
仰
出
申
渡
之
、

　
　

 （「
寛
文
五
年
よ
り
貞
享
五
年
迄
被
仰
出
之
類
」（
南
部
町　

杉
沢
岩
蔵
氏
蔵
）『
青

森
県
史
資
料
編
近
世
４
』（
同
県
、
二
〇
〇
三
年
）
三
九
頁
）

　

こ
う
し
た
例
か
ら
見
る
と
、
各
藩
の
士
分
の
一
部
に
お
い
て
は
馬
（
役
馬
）
の
売
買

に
よ
り
利
鞘
を
稼
ぐ
行
為
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

会
津
藩
に
お
い
て
も
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
八
月
五
日
に
二
代
藩
主
正
経
よ
り
「
御

家
中
之
侍
共
馬
ロ
労
之
風
俗
ニ
成
」
る
と
の
懸
念
か
ら
会
津
の
馬
市
を
止
め
る
よ
う
に

と
の
指
示
が
出
て
い
る
（
家
世
実
紀
巻
之
六
十
六
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

四
』
一
八
〇

頁
）。

（
28
）
家
世
実
紀
巻
之
九
十  『
会
津
藩
家
世
実
紀　

五
』
五
二
三
頁
。

（
29
）
家
世
実
紀
巻
之
九
十
二
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

五
』
五
二
四
頁
。

（
30
）  

家
世
実
紀
巻
之
九
十
九
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

六
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）　

一
〇
六
頁
。

（
31
）
同
右　

一
二
四
頁
。

（
32
）
家
世
実
紀
巻
之
百
八
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

六
』
四
四
四
頁
。

（
33
）  

家
世
実
紀
巻
之
百
二
十
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

七
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）　

一
六
二
頁
。

（
34
）  

新
発
田
藩
溝
口
家
に
お
い
て
正
徳
六
年
四
月
九
日
に
出
さ
れ
た
「
軍
用
武
芸
覚
」
の
一  

節
に
は
、「
二
歳
駒
は
役
馬
と
い
ふ
へ
か
ら
さ
る
事
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
（『
新
発
田

市
史
資
料
第
三
巻　

新
発
田
藩
史
料
（
３
）』（
同
市
、
一
九
六
六
年
）
三
一
三
頁　

新

発
田
藩
法
令
史
覚
書
五
一
文
書
）。
お
そ
ら
く
、
二
歳
駒
は
若
す
ぎ
て
役
馬
と
し
て
不

十
分
で
あ
る
と
い
う
の
が
当
時
の
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
35
）
家
世
実
紀
巻
之
百
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

六
』
一
四
五
頁
。

（
36
）  

も
っ
と
も
、
駕
籠
の
使
用
の
原
則
禁
止
に
つ
い
て
は
、
武
威
の
面
だ
け
で
は
な
く
経
費

の
面
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
享
保
五
年
三
月
五
日
条
の
仰
出
の
一
節
に
は
、

　
　

 

近
来
江
戸
上
下
之
節
病
気
ニ
事
寄
セ
、

ニ
乗
候
者
有
之
様
相
聞
候
、
内
証
致
困

窮
不
相
応
成
義
ニ
候
間
、
煩
之
外
ハ

可
致
無
用
候
、

と
あ
り
、

（
駕
籠
）
に
乗
る
の
は
「
内
証
困
窮
」
に
お
い
て
は
相
応
し
く
な
い
、
す

な
わ
ち
武
威
よ
り
コ
ス
ト
の
面
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
家
世
実
紀

巻
之　

百
八
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

六
』
四
四
四
頁
）。

　

他
藩
の
例
と
し
て
、
宇
和
島
藩
伊
達
家
が
元
禄
十
年
十
二
月
二
十
八
日
に
発
出
し
た

「
御
家
中
江
可
被
申
聞
覚
」（
内
容
は
倹
約
令
）
の
一
条
に
は
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一 

、
吉
田
辺
へ
御
使
者
之
義
、
老
中
御
番
頭
迄
ハ
格
別
、
其
外
ハ
可
為
馬
上
、
駕

無
用
候
。
但
痛
有
之
、
馬
上
不
叶
面
々
、
自
分
ニ
而
駕
用
候
分
ハ
勝
手
次
第
事

と
い
う
記
載
が
あ
る
（
近
代
史
文
庫
宇
和
島
研
究
会
編
『
宇
和
島
藩
庁
伊
達
家
史
料
七

記
録
書
抜　

伊
達
家
御
歴
代
事
記
』（
同
会
、
一
九
八
一
年
）
七
一
頁
）。

　

す
な
わ
ち
、
宇
和
島
藩
で
は
家
中
の
上
層
以
外
の
者
の
駕
籠
で
の
支
藩
吉
田
藩
へ
の

往
来
を
禁
じ
、
乗
馬
に
よ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
駕
籠
の
使
用
に
は

公
費
の
支
出
を
要
す
る
か
ら
で
、
自
弁
で
の
駕
籠
の
使
用
は
禁
じ
て
い
な
い
。
会
津
藩

の
正
徳
二
年
の
禁
令
の
裏
に
公
費
支
出
の
問
題
が
あ
り
得
た
こ
と
も
念
頭
に
置
く
必
要

が
あ
る
。

（
37
） 

家
世
実
紀
巻
之
百
五
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

六
』
三
六
八
頁
。

（
38
）  

家
世
実
紀
巻
之
百
十
三
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

六
』
六
一
五
頁
。

（
39
）  

家
世
実
紀
巻
之
百
三
十
七
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

八
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）

一
五
七
頁
。

（
40
）  

家
世
実
紀
巻
之
百
二
十
三
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

七
』
二
六
五
頁
。

（
41
）  

家
世
実
紀
巻
之
百
三
十
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

七
』
五
四
〇
頁
以
下
。

（
42
）  （
3
）
に
同
じ
。

（
43
）  

な
お
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
四
月
十
二
日
条
に
あ
る
浜
崎
村
に
お
け
る
「
弐
歳
駒   

糶せ
り

払
被
相
止
」
で
は
、
二
歳
駒
を
競
り
売
り
に
付
す
る
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
、
価
格
が

高
騰
し
て
諸
士
が
馬
を
買
え
な
く
な
っ
た
た
め
、
公
定
価
格
で
の
販
売
に
戻
す
要
求
が

あ
り
、
そ
の
要
求
を
受
け
て
「
御
家
中
之
諸
士
馬
所
持
仕
候
儀
者
、
武
備
之
専
要
ニ
候
」

と
し
て
、
競
り
売
り
の
中
止
を
決
め
た
事
例
が
あ
り
（
家
世
実
紀
巻
之
百
四
十
六
『
会

津
藩
家
世
実
紀　

八
』
四
三
九
頁
）、
家
臣
が
役
馬
を
所
持
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
、

役
馬
所
持
義
務
の
緩
和
後
も
依
然
強
調
さ
れ
て
い
た
。

（
44
）  

家
世
実
紀
巻
之
百
七
十
四　

宝
暦
七
年
七
月
二
十
一
日
条
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
一
五
二
頁
。

（
45
）  

家
世
実
紀
巻
之
百
七
十
五
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
』
二
〇
八
頁
。

（
46
）  

家
世
実
紀
巻
之
百
八
十
四
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
』
五
六
八
頁
。
な
お
、
家
世
実
紀

巻
之
百
八
十
七
明
和
二
年
八
月
条
で
山
形
城
で
の
御
城
御
用
米
詰
め
替
え
の
記
事
で
大

豆
の
俵
は
三
斗
六
升
入
り
と
し
て
お
り
（『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
』
五
九
一
頁
）、
こ

の
俵
で
の
給
付
だ
と
一
日
約
一
升
の
大
豆
給
付
と
な
る
。

（
47
）  

家
世
実
紀
巻
之
百
九
十
八
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
一
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
八
五
年
）

三
二
三
頁
。
ち
な
み
に
、
明
和
六
年
に
お
け
る
会
津
藩
の
家
臣
構
成
は
、
三
百
石
以
上

が
一
六
四
人
、
二
百
五
十
石
が
三
二
人
で
（
家
世
実
紀
巻
之
百
九
十
七
『
会
津
藩
家
世

実
紀　

十
一
』
三
〇
六
頁
）、
三
百
石
以
上
の
士
は
元
禄
十
六
年
よ
り
八
人
減
り
、
三

百
石
未
満
の
士
の
騎
馬
を
確
保
し
な
い
と
軍
役
が
満
た
せ
な
い
状
況
に
は
変
化
は
な

い
。

（
48
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
百
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
一
』
四
一
〇
頁
。

（
49
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
百
十
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
二
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六 

年
）

六
四
頁
。

（
50
）
家
世
実
紀
巻
之
二
百
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
一
』
五
八
六
頁
。

（
51
）
家
世
実
紀
巻
之
二
百
十
三
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
二
』
一
七
二
頁
。

（
52
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
百
十
五
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
二
』
二
三
九
頁
。
な
お
、
馬
扶
持

廃
止
問
題
の
背
景
に
は
、
藩
士
一
部
に
藩
か
ら
の
馬
扶
持
で
若
い
駒
を
飼
い
、
こ
れ
を

あ
る
程
度
育
て
て
転
売
す
る
と
い
う
あ
る
意
味
、
公
金
を
原
資
に
し
た
「
馬
ビ
ジ
ネ
ス
」

が
行
わ
れ
て
い
て
（
元
禄
九
年
十
一
月
に
既
に
指
摘
有
り
）、
馬
扶
持
制
度
の
本
来
の

趣
旨
が
歪
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
天
明
元
年
（
一
七
八

一
）
八
月
七
日
条
に
あ
る
番
頭
生
駒
内
蔵
助
が
当
局
に
出
し
た
意
見
書
中
の

　
　

 

馬
を
建
置
候
者
も
多
く
ハ
馬
ロ
郎
気
配
ニ
而
二
歳
駒
計
差
置
、
武
用
ニ
相
立
候
所

存
一
向
無
之
候
、
然
故
猪
苗
代
迄
時
付
之
早
乗
相
成
候
馬
、
御
家
中
諸
士
之
馬
ニ

多
分
無
之
候
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と
の
一
節
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
家
世
実
紀
巻
之
二
百
十

六
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
二
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
二
六
四
頁
）。

（
53
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
百
十
七
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
二
』
三
〇
〇
頁
。
な
お
、
家
政
実

紀
安
永
二
年
四
月
二
十
三
日
条
（
巻
之
二
百
）
で
は
、
藩
の
倹
約
策
と
し
て
会
津
・
江

戸
で
の
馬
の
合
計
を
八
一
疋
、
う
ち
貸
馬
用
を
一
〇
疋
と
し
て
い
た
（『
会
津
藩
家
世

実
紀　

十
一
』
三
九
一
頁
）。

（
54
）  

野
口
信
一
『
シ
リ
ー
ズ
藩
物
語　

会
津
藩
』（
現
代
書
館
、二
〇
〇
五
年
）
九
四
頁
以
下
。

（
55
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
百
二
十
二
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
二
』
四
六
九
頁
。

（
56
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
百
二
十
三
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
二
』
五
一
九
頁
。

（
57
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
百
二
十
七
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
二
』
六
〇
二
頁
。

（
58
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
百
三
十
一
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
三
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

七
年
）
一
二
九
頁
。

（
59
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
百
三
十
三
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
三
』
二
〇
九
頁
。

（
60
）  

家
世
実
紀
巻
之
二
百
四
十
三
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
三
』
六
〇
八
頁
。

（
61
）  

会
津
藩
に
お
い
て
は
、
役
馬
の
維
持
以
外
に
も
寛
政
元
年
に
お
い
て
武
器
手
入
金
支
給

あ
る
い
は
武
具
用
意
之
定
の
布
達
を
行
っ
て
お
り
、
軍
備
強
化
に
向
け
た
施
策
を
行
っ

て
い
る
（
家
世
実
紀
巻
之
二
百
三
十
七
、
寛
永
元
年
十
一
月
二
十
六
日
条
及
び
同
年
十

二
月
二
十
一
日
条
（『
会
津
藩
家
世
実
紀　

十
三
』
三
七
五
頁
、
三
七
八
頁
）

（
62
）  

享
保
十
五
年
十
一
月
二
十
三
日
条
は
、
会
津
藩
の
物
頭
が
困
窮
に
よ
り
訴
え
た
際
「
四  

百
石
以
下
之
者
共
勤
番
不
相
当
、
中
三
ケ
年
ニ
而
御
用
捨
被
下
、
近
在
郷
ニ
馬
預
ケ
置
、

急
成
義
候
ハ
ヽ
孿
寄
相
勤
度
、
勤
番
之
節
ハ
馬
為
孿
可
相
勤
旨
」
と
馬
の
所
持
を
城
下

で
は
な
く
近
在
郷
で
行
う
こ
と
を
提
案
す
る
が
、
却
下
さ
れ
て
い
る
（
家
世
実
紀
巻
之

百
二
十
四
『
会
津
藩
家
世
実
紀　

七
』
三
二
三
頁
）。
城
下
町
で
の
馬
の
保
持
は
高
コ

ス
ト
と
考
え
ら
れ
、
地
方
知
行
か
ら
蔵
米
制
へ
の
移
行
は
、
役
馬
所
持
に
つ
い
て
は
マ

イ
ナ
ス
だ
っ
た
こ
と
を
推
認
さ
せ
る
。
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［
表
］
松
平
容
貞
・
容
頌
期
に
お
け
る
会
津
藩
の
馬
扶
持
支
給
改
定
の
経
緯
（『
家
世
実
紀
』
に
基
づ
く
）

家
中
の
知
行
を
借
り
上
げ
、
残
知
300
石
に
満
た
な
く
な
っ
た
士
が
建
馬
す
る
場
合
は
馬
扶
持
を
支
給

家
中
の
知
行
を
借
り
上
げ
、
残
知
300
石
に
満
た
な
く
な
っ
た
士
が
建
馬
す
る
場
合
は
馬
扶
持
を
支
給

知
行
借
り
上
げ
後
の
残
知
が
150
石
以
下
の
士
に
は
馬
扶
持
を
不
支
給

250
石
以
下
の
者
へ
馬
扶
持
を
10
俵
ず
つ
支
給

借
り
上
げ
後
300
石
以
下
の
士
に
対
す
る
馬
建
金
を
廃
止
（
５
両
支
給
し
て
い
た
）

馬
扶
持
の
取
り
や
め

馬
建
金
を
復
活
さ
せ
る
（
３
両
支
給
）

知
行
借
り
上
げ
後
の
残
知
が
300
石
以
下
の
士
と
猪
苗
代
の
士
に
は
馬
扶
持
を
復
活
。
150
石
以
下
の
士
に
は
馬
扶
持
の
支
給
（
年
12
俵
）

馬
扶
持
の
全
面
廃
止

馬
建
金
の
取
り
や
め

借
り
上
げ
後
450
石
以
下
の
士
に
対
す
る
馬
扶
持
の
支
給
（
年
10
俵
）

450
石
以
下
の
士
へ
の
馬
扶
持
の
全
面
復
活
。
高
知
の
士
へ
の
馬
扶
持
は
取
り
や
め
。
550
石
の
士
に
は
年
８
俵
支
給
。

500
石
以
上
に
は
馬
扶
持
を
年
10
俵
、
450
石
以
下
に
は
年
12
俵
を
そ
れ
ぞ
れ
支
給

1733

1757

1758

1765

1770

1772

1772

1775

1781

1782

1784

1785

1787

○○×○××○○××○○○

享
保
18.7.9

宝
暦
7.7.21 

宝
暦
8.11.26

明
和
2.6.25

明
和
7.2.29

安
永
元
.4

安
永
元
.9.11

安
永
４
.9.28

天
明
元
.閏
5.

天
明
2.3.26

天
明
4.9.2

天
明
5.8.1

天
明
7.1.21

 ※「
施
策
の
性
格
」
に
お
い
て
「
○
」
は
馬
扶
持
の
支
給
を
拡
大
す
る
方
向
性
、「
×
」
は
馬
扶
持
の
支
給
を
　
制
限
す
る
方
向
性
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

実
施
（
記
載
）

年
　
月
　
日

西
　
暦

内
　
　
　
　
容

施
策
の
性
格
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